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最　
内

県

　熊川にある「倉見屋荻野家住宅」が、3 月 25 日に県文化財に

指定されました。

　荻野家住宅は、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され

ている熊川宿にあり、建築年代がはっきりしているものの中で

は県内最古の町家で、江戸後期建築の主屋と荷蔵などが現存し

ています。

　町では独立行政法人奈良文化財研究所に委託し、同住宅の文

化財調査を進め、その成果をもとに昨年 12 月に町教育委員会は

町指定文化財に指定していました。

　今回の県指定により、町内の県指定文化財は有形・無形をあ

わせて 32 件となりました。

～　倉
く ら み や

見屋荻
お ぎ の け

野家住宅（熊川）　～

荻野家の歴史

　荻野家は歴代「八
は ち ざ え も ん

左衛門」を名乗り、若

狭湾から京都への物資の継ぎ立て（
※ 1

人馬

継立）業によって、熊川宿発展の中核を担っ

た問屋の１つです。

　“倉見屋（八左衛門）”とも称し、江戸中

期には存在が認められています。

　1778 年と 1803 年の蔵
くらふしんちょう

普請帳や 1810 年の

普
ふしんざいもくいりようちょう

請材木入用帳、1869 年の家相図などをあ

わせると、荻野家主屋の建築年代は 1811 年

頃（文化 8 年）と考えられ県内で最も古い

建築年代の町家とみられます。

屋敷地

　荻野家は街道の北川側に位置し、街道に

面する主屋と荷蔵と呼ぶ土蔵との間に石畳

を設けています。

　石畳は街道と舟運が行われる北川を結

び、当家における人馬継立の基幹設備で

あったとみられます。現在は、北川沿いを

通る国道により北川とは隔てられているも

のの、石畳に沿って走る石組溝や高低差を

解消する石段も状態良く残存しています。

古の町家

県
文
化

に
財

指
定

倉見屋家相図

主屋と荷蔵の間にある石畳

※ 1　人馬継立 ･･･ 宿場などで人足や馬を替え、荷物
　　　　　　　　　などを 送り継ぐこと。
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建物の特徴①

　主屋は、正面 1 階と 2 階にう袖
そでかべうだつ

壁卯建を構え、

1 階は戸袋に収納できる土の扉で閉ざすことがで

き、土蔵とともに防火対策が施されています。

　この地は度重なる大火に悩まされてきました

が、1855 年に熊川の下ノ町を焼き尽くし、中ノ

町にまでおよんだ大火では、当家で延焼を食い止

めたという記録があります。

建物の特徴②

　　　　　　　　　　　　　　　主屋と並んで街道に面するのが

　　　　　　　　　　　　　　荷蔵で、丸窓とともに
※2

妻入を街

　　　　　　　　　　　　　　道側に向け、
※ 3

平入の主屋と対象

　　　　　　　　　　　　　　的な構えで、表から見る荷蔵は当

　　　　　　　　　　　　　　家のトレードマークとなっていま

　　　　　　　　　　　　　　す。

　　　　　　　　　　　　　　　またトオリニワと呼ばれる家の

　　　　　　　　　　　　　　表と裏をつなぐ通路があり、そこ

　　　　　　　　　　　　　　へかまどと流しを設けて炊事場と

　　　　　　　　　　　　　　しても使用します。

　　　　　　　　　　　　　　　熊川宿の町家の間取りは、近畿・

北陸地方の町家と基本的に通じるものがあり、熊川宿が様々な地

域と交流してきたことがうかがえます（熊川宿の町家の間取りは、

京都府の瀧澤家住宅（国指定重要文化財）などと類似しています）。

　
高
校
を
卒
業
す
る
ま
で
こ
の
家
で

生
活
し
て
い
ま
し
た
。
母
の
勧
め
も

あ
り
県
外
へ
就
職
し
、
現
在
は
東
京

に
住
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
の
指
定
を
受
け
、
歴
史
あ
る

こ
の
家
を
今
後
も
大
切
に
残
し
、
で

き
る
だ
け
早
く
こ
の
家
に
帰
っ
て
き

て
、
熊
川
宿
を
訪
れ
る
観
光
客
が
気

軽
に
立
ち
寄
れ
る
場
所
と
し
て
公
開

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

荻野家 12 代当主

　　　荻野 恭英 さん

トオリニワ

土の扉が納まる戸袋

袖壁卯建

※ 2　妻入 ･･･ そで、わき、端などの側面のことで、建物に対して直角
　　　　　　　に接する側面のこと。
※ 3　平入 ･･･ 妻入に対し建物に平行に接する側面のこと。



　【ヒント】

　若狭・三方五湖ツーデーマーチ

　の 20 回大会記念特別企画として

　ここを歩くコースがあります。

　　《答え》　○○○○○○○○
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～対話と実行～

若狭町長　森下 裕絆
き ず な

  　　　　　き  　　 　ず 　 　　 な

｢ 定住促進と住民自治へ ｣

　長引く経済の低迷による雇

用悪化や税収の落ち込みに加

え、少子化と高齢化が同時進

行する中、人口減少が加速す

ることで産業の衰退、後継者

不足が町の大きな課題となっ

ています。

　これらの状況改善に向け、

『次世代の定住促進』『住民自

治の推進』を基本戦略とする

町の後期総合計画「若狭町ま

ちづくりプラン」を策定しま

した。

　基本戦略のひとつ『次世代

の定住促進』では、減少する

人口を抑制するため、中学・

高校新卒者の町内就職、大学

生などのＵターン、また町外

からより多くの若者を呼び込

むことを考えています。

　そこで、多くの若者が若狭

町に定住してもらえるよう今

年度は「若狭町次世代定住促

進協議会（仮称）」を設置する

こととしました。

　行政、地域、事業所などが

ネットワークを結び、若者が

住みやすい風土や環境づくり

を進めるなど、町あげて若者

定住促進の機運を高めていき

たいと考えています。

　また『住民自治の推進』では、

「自分たちで出来ることは自分

たちで」の精神のもと、住民

の皆さんの創意と責任により、

住民と行政が役割分担し、お

互いの特性を活かした「協働

によるまちづくり」を強く進

めていきます。

　若狭町らしい広域的な地域

広報クイズ広報クイズしりと
り

　うず
まき

　　ク
イズ

① Ｂ Ｄ ② Ｈ

⑦Ａ Ｆ ⑧ ⑨

⑪ ③

Ｃ ⑫

⑩ Ｇ Ｅ

⑥ ⑤ ④

■応募方法■　

　キーワードを解いて、しりと

りをしながら右回りにことば

を入れてください。8 つある緑

のマスの文字をアルファベット

順に並びかえると、答えになり

ます。ハガキに答えと広報紙の

感想や意見、住所、氏名を書い

て、　「〒 919-1393 若狭町企画

情報課」（住所は省略可）まで

送ってください。E-mail でも

受け付けます（kikaku@town.fukui-

wakasa.lg.jp）。正解者の中から

抽選で 5 人に図書カードが当た

ります。当選の発表は、賞品の

発送をもってかえさせていただ

きます。

　締切 5月 16 日 (月 ) 必着。

◇キーワード◇

①端午の節句に男児の出世を願って庭先な

　どに飾られます

②森や林の中にある道のこと

③ 4 月末から 5 月の連休をゴールデン○○

　○○と言います

④ツーデーマーチでも歩きます。若狭鯖街

　道の宿場町のある地区

⑤わたしたちの町の名

⑥ 5月の清々しい晴天のことを

⑦重要なことです。「報告、○○○○、相談」

⑧髪をとく道具

⑨賤ヶ岳の戦いで羽柴秀吉に敗北。大河ド

　ラマ「江」の父親です

⑩焼いて固めた芯を木の軸に入れた道具

⑪ 5月の花です。漢字で書くと「躑躅」

⑫ツーデーマーチで出会った人に○○紹介

　して仲良くなろう

▼ ▼ ▼

携帯でアクセス

 メールでも応募してネ

自治体制を検討するため「協

働のまちづくり推進会議」な

どを設置し、推進する仕組み

や体制を構築しています。

　こうした事業を進めていく

中で大事なことは、行政情報

を公開し、住民の皆さんと行

政が同じ目標を持ち、情報を

共有することが不可欠であり

ます。

　そこで、5 月中旬から「集

落座談会」を行うなど、住民

の皆さんと信頼関係を結ぶ場

を設けていきます。

　ゆうトークについても、引

き続き私自身が出向き、ひざ

を交えた話し合いをさせてい

ただき、今後とも住民の皆さ

んとの「絆」を大切にし、「誇

りと愛着」の持てるまちづく

りを目指してまいります。



　このコーナーでは、 5 月に 3 歳を迎える町内にお住まいの男の子 ・ 女の子に

登場していただいています。 ご応募いただいた方のみ掲載しています。

　今回は平成 20年 5月生まれの 3歳になるお子さまです。

　次回は平成 20 年 6 月生まれのお子さまが対象です。

写真と 25 字以内のコメント、生年月日、ご両親のお

名前、連絡先を添えて企画情報課または住民サービス

室へ提出してください（メールでの送付も可）。

　5 月 6 日（金）必着です。

●問い合わせ　企画情報課　℡ 45-9110

電子メール：kikaku@town.fukui-wakasa.

lg.jp( 受信確認のため、必ずお電話ください）

絆
・
ク
イ
ズ

　
3
歳
・
文
芸
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３歳でーす３歳でーす

若
狭
膳
句
会

　
　
　

巫
女
舞
の
鼕
鼕
ま
と
ふ
花
衣

　
　
　

若
狭
路
に
連
な
る
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や
名
残
雪

五
湖
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会

　
　
　

閉
じ
ぬ
目
を
か
ば
ふ
薄
紙
女
雛

　
　
　

耕
人
の
ゆ
き
交
ふ
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や
こ
こ
か
し
こ

俳
句

磯
谷
知
恵
子

杉
谷
幸
一
郎
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吉
田
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々
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安
賀
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脇
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梅
ケ
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東
黒
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か
を
り
歌
会

　
　
　

紅
白
の
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な花
咲
き
ほ
こ
る
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が
庭
に

　
　
　

う
ぐ
い
す
鳴
き
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で

　
　
　

い
く
つ
も
の
町
村
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し
大
震
災

　
　
　

ま
だ
不
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者
の
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万
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千
余
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中
短
歌
会

　
　
　

春
待
ち
て
墓
参
り
す
る
と
病
む
母
は

　
　
　

杖
つ
き
て
居
間
を
ひ
と
廻
り
す
る

　
　
　

あ
り
し
日
の
夫
と
同
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に
行
か
ぬ
な
り

　
　
　

息
子
に
今
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に
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中
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友
信
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鈴
子
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内
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重
子

小
林　
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(

向

笠)

 (

田

上)

(

脇

袋)

(

日

笠)

川
柳
湖
畔

　
　
　

手
鏡
と
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
し
て
孤
独

　
　
　

真
実
を
見
抜
く
鏡
を
離
さ
な
い

ほ
っ
と
川
柳

　
　
　

向
か
い
風
追
い
風
受
け
て
一
人
立
ち

　
　
　

春
の
風
ロ
マ
ン
を
抱
い
た
青
い
空

井
口　

善
弘

山
田　

和
枝

前
田　

初
美

辻
本　

靖

(

田
井
野)

(

倉

見)

(

三

宅)

(

兼

田)

若
狭
町
冠
句
の
会

　
　
　

虎
の
巻
播
き
ど
き
植
え
ど
き
母
の
メ
モ

　
　
　

首
を
振
る
影
の
向
日
葵
陽
を
探
す

池
上　

梅
渓

今
川　

美
穂 (

三

田)

(

鳥

浜)

文芸ひろば文芸ひろば
短
歌

川
柳

冠
句

織野　琴
こ と ね

羽ちゃん

5 月 24 日生まれ (井崎 )

親：秀申・友美さん

ロールパンナが大好きな

元気っ子で～す。



児童扶養手当と障害年金の子加算の間での受給変更について

できる場合
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情報ＢＯＸ情報ＢＯＸ
案
　内

「障害年金加算改善法」 が施行されます

　平成23年4月より、障害基礎年金の子の加算の運用見直しが実施されます。これにより、これまでは、

障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がい

る場合で、障害等級が１級または２級に該当する方に加算していましたが、平成 23 年 4 月からは、「国

民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持する

ことにすることになった配偶者やお子様がいる場合にも届出によって、加算を行うことになります。

平成 23 年 3 月までは

○受給権発生時に、すで生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、※ 1 受給権

　発生時から加算の対象になります。

平成 23 年 4 月からは、加算の範囲が拡大されます。

○平成 23 年 4 月 1 日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有

　している場合には、※ 2 法施行時から加算の対象となります。

○平成 23 年 4 月 1 日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有す

　ることになった場合は、※ 3 その事実が発生した時点から加算の対象となります。

障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について

　今回の法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基

礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。

　児童扶養手当は、お子様が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、

平成 23年 4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、

年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取り扱い、子加算の対象としな

いことで児童扶養手当を受給することが可能となります。

　両親の一方が、児童扶養手当法施行令で定める障害（国民年金または厚生年金保険法 1 級

相当）の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変

更が可能となります。

できない場合

　母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。

●問い合わせ

　【 障害年金加算改善法について 】　　　　【 児童扶養手当額や児童扶養手当制度について 】

 　 税務住民課窓口　TEL 45-9106　　      　福祉課子育て支援室　TEL 62-2704

　　もしくは、お近くの年金事務所および年金相談センターまで

※ 1 受給権発生時における生計維持関係を確認していました。
※ 2 平成 23 年 3 月 31 日における生計維持関係を確認することになります。
※ 3 婚姻や出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することになります。
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スポーツ安全保険

　(財)スポーツ安全協会が取り扱う保険

で、スポーツ・文化・ボランティア活動な

どを行う5人以上の団体が対象となります。

加入区分によって掛け金や補償内容が違い

ます。詳しくはお問い合わせください。

■加入区分

  ①中学生以下によるスポーツ・文化・ボ   

    ランティア・地域活動

　　　　年間掛金 1人   600 円

　②中学生以下による団体活動全般

　　　　年間掛金 1人 1,150 円

　③高校生以上による文化・ボランティア・

　　地域活動、団体の送迎など

　　　　年間掛金 1人   600 円

　④高校生以上によるスポーツ活動、指導

　　など

　　　　年間掛金 1人 1,600 円

　⑤高校生以上による子どものスポーツ活

　　動指導限定

　　　　年間掛金 1人 1,100 円

　⑥ 65 歳以上のスポーツ活動

　　　　年間掛金 1人   800 円

　⑦危険度の高いスポーツ活動

　　　　年間掛金 1人 9,000 円

●問い合わせ

　教育委員会事務局　℡ 45-2222

募
　集

ハートフル専用パーキング

　福井県では、身体障害者等用駐車場を本

当に必要な方が利用できるようハートフル

専用パーキング（身体障害者等用駐車場）

利用証制度を実施しています。

　この身体障害者等用駐車場は、福井県が

発行する「ハートフル専用パーキング利用

証」をお持ちの方が利用できます。

　利用証は、障害のある方や高齢者、妊産

婦の方など、歩行が困難と認められる方に

対し、県障害福祉課または各健康福祉セン

ターで発行しています。

●問い合わせ

　県障害福祉課　℡ 0776-20-0338

案
　内

このマークは、 障害のある

方などのための専用駐車場

のマークです。 皆さんのご

協力をお願いします。

宝くじ助成で整備

　宝くじの売り上げ金を財源とした「コ

ミュニティ助成事業」で、上瀬区が公園を

整備しました。

　宝くじの売り上げ金は、公共施設や備品

などの整備にいかされています。

●問い合わせ

　政策推進課　℡ 45-9112

▲　上瀬区が整備した公園

報
　告


